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重 要 事 項 説 明 書 

                
１．施設の概要 
（１）施設の名称等 
   ・施 設 名  介護老人保健施設 あかつきの園        
   ・開 設 年 月 日  平成３年９月７日 
      ・所 在 地  静岡市清水区駒越２８８３－１   
   ・電 話 番 号  ０５４－３３４－５５３３ ・フ ァ ッ ク ス 番 号 ０５４－３３４－１１２１ 

      ・管 理 者 名  施 設 長  浅 川 要 一  

      ・介護保険指定番号    介護老人保健施設（ ２２５３２８００１６号） 
 
（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 
    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活

上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営む

ことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援することを目的

とした施設です。さらに、家庭復帰の場合には、療養環境の調整などの退所時の支援も行いますの

で、安心して退所いただけます。 
    この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただい

た上でご利用下さい。 
   ［介護老人保健施設あかつきの園の運営方針］ 
   医療法人清仁会が設置運営する介護老人保健施設｢あかつきの園｣は、介護老人保健施設の理念に   
   基づいて次の事業を行う。                                                    
 
・地域の寝たきり老人で病状安定期にある方に対し、医療ケアと生活サービスを提供し、その自立を支援

する。 
・認知症の方を積極的に受け入れ、効率的な処遇を行う。 
・利用者の在宅復帰を目的とした看・介護指導、機能回復訓練及び生活指導、栄養指導等を促進する。 
・居宅サービス利用者を含めた地域の在宅療養者に対し、家族、地域包括支援センター、指定居宅介護支

援事業者や市町村と密接な連携を保ち、短期入所（介護予防短期入所療養介護）、通所リハビリテーシ

ョン（介護予防通所リハビリテーション）等により家庭介護を積極的に支援する。 
・地域ボランティアの協力を積極的に受け入れる。 
・利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力病院の静岡市立清水病院、社会保険桜ヶ丘総合病

院及び日本平病院と緊密な対応を図る。 
 
（３）施設の職員体制 

 配 置 人 員 （夜勤帯） 業務内容 

医 師 1 人以上  
利用者の病状や心身の状態の把握

に努め、必要な検査、投薬、注射等

を適切に行う。 

看 護 職 員 10 人以上 1 人以上 
医療ケア、介護サービスを行うと共

にその記録と医療機器薬品、備品等

の保安・管理を行う。 

薬 剤 師 1 人以上  服薬指導、薬剤管理等を行う。 
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介 護 職 員 24 人以上 4 人以上 
介護サービスと共にその記録と備

品等の保安・管理を行う。 

支援相談員 1 人以上  

入所等及び家族の処遇上の相談。生

活・行動プログラムの作成。レクリ

エーション等の計画指導。市町村と

の連携、ボランティアの指導等を行

う。 

作業療法士 

理学療法士 

言語聴覚士 

1 人以上  

機能訓練は、運動機能やＡＤＬ(日

常生活動作能力)の改善を目指し、

その計画及び記録と器械・器具の保

全を行う。 

管理・栄養士 1 人以上  
利用者の栄養ケアマネジメント・栄

養管理・指導等を行う。 

介護支援専門員 1 人以上  

要介護者等からの相談に応じ、その

希望や心身の状況から適切な在宅

または施設のサービスが利用でき

るように市町村、居宅介護サービス

事業者、介護保険施設等との連絡調

整を行う。 

事 務 職 員 

介護老人保健

施設の設置形

態等の実情に

応じた適当数 

 事務処理等を行う。 

調 理 職 員  給食調理業務を行う。 

そ の 他  
施設内の機械器具、備品等の保守管

理、車両業務、施設内外の清掃を行

う。 

  
（４）入所定員等 ・定員１００名（うち短期入所、介護予防短期入所を含む） 
   通所リハビリテーション・定員１０名（うち介護予防通所リハビリテーションを含む）   
  ・療養室  ２人室  ４室、４人室  ２３室 
 
２．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 
② 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 
③ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画の立案  
④ 食事 

 ⑤ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応） 
 ⑥ 医学的管理・看護 
 ⑦ 介護（退所時の支援も行います。） 
 ⑧ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 
 ⑨ リハビリテーションマネジメント 

⑩ 相談援助サービス 
 ⑪ 行政手続代行 

⑫ 栄養状態の管理 
⑬ 利用者が選定する特別な食事の提供 

 ⑭ 理美容サービス 
⑮ その他 
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＊ これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもあり

ますので、具体的にご相談下さい。 
   

３．利用料金 

別途資料のあかつきの園利用料表をご覧下さい。 
 

（２）その他の料金 
① 食費／１日   １,８２０円  

朝食４３０円  昼食７６０円  夕食６３０円＊  
（ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負

担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 
※外出・外泊等で食事・おやつが不要の場合は、前日もしくは当日午前 10 時までに必ずご連絡下さい。 

② 居住費（療養室の利用費）（１日当たり）＊ 
   ・多床室        ５００円 

（ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費

の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。） 
＊ 上記①「食費」及び②「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から３段階

までに該当する方）の利用者の自己負担額になります。 
③ 理美容代   実費 （２,０００円～５,０００円程度。別途資料のあかつきの園利用料表をご覧下さい。） 
④ その他（利用者が選定する特別な食事・おやつの費用、日常生活品費、教養娯楽費等）は、別途

資料あかつきの園利用料表をご覧ください。 
⑤ 感染を疑い隔離された利用者様の洗濯については業者洗濯とさせていただき 1ｋｇ当たり４００

円の費用を徴収いたします。   
 
（３）支払い方法 
 ・毎月１０日前後までに、前月分の計算をしますので、その月の月末までにお支払い下さい。お支払い

いただきますと領収書を発行いたします。 
 ・お支払い方法は、現金にて受付窓口へお支払い下さい。 
 
４．協力医療機関等 
  当施設では、下記の医療機関に協力いただいています。 

・ 協力医療機関      
 ・名 称   静岡市立清水病院 

     ・住 所   静岡市清水区宮加三１２３１     他２医療機関      
 
５．施設利用に当たっての留意事項 
  ・面 会   平日ＡＭ９：００～ＰＭ６：００  土日・祭ＡＭ９：００～ＰＭ５：００   

※詳細は〈面会についてのお知らせ〉をご覧下さい。 
  ・外出・外泊   ご本人の意欲の促進のためにも、積極的に外出、外泊の計画をたてていただきた

いと思います。   
  ・飲酒・喫煙   飲酒・喫煙は禁止させていただきます。 

・火気の取扱い・設備・備品の利用   火気の取扱いは、原則として禁止させていただきます。 
設備・備品については、担当者にご相談下さい。    

  ・所持品・備品等の持ち込み  内服薬のある方は、お持ち下さい。食品の持ち込みは、ご遠慮願います。 

  ・金 銭 ・ 貴 重 品 の 管 理  現金や貴重品の持ち込みは原則としてご遠慮願います。 
  ・外泊時等の施設外での受診  当施設に連絡を入れてから受診して下さい。   
  ・ペ ッ ト の 持 ち 込 み  施設内はご遠慮下さい。  
 
６．衛生管理 

① 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は

衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。 
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② 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のために必要な措

置を講ずるための体制を整備し、面会を禁止・制限する場合があります。また、感染症の疑いがある場合

で、汚染された衣類等は衛生面、感染拡大を防ぐため、費用はご負担いただき業者洗濯に  依頼

させていただきます。 

③ 栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月１回、検便を行います。 

④ 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行います。 

 
７．非常災害対策 
  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓等 

・防災に関する具体的計画を立てておくとともに、自衛消防隊を組織し非常災害に備えるため、 
定期的に避難、通報、救出その他必要な訓練を行います。 
年二回施行(うち一回は夜間を想定した訓練) 
地区消防署と火災通報装置による連絡態勢を整え、職員緊急連絡網を作成し緊急時に対応します。 
 

 
８．身体の拘束等 

当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止します。但し、当該入所者または他の入所者等

の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態

及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載します。 
 
９．褥瘡対策等 

当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないよ

うな適切な介護に努めます。 
１０．禁止事項 
  当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧

誘、特定の政治活動」は禁止します。 
 
１１．要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談下さい（電話

０５４－３３４－５５３３）。 
又は、静岡市役所介護保険課（電話０５４－２２１－１０８８）、国民健康保険団体連合会（電話０

５４－２５３－５５９０）。 
要望や苦情などは、支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。 
 

１２．その他 
  当施設についての詳細は、利用案内を用意してありますので、ご請求下さい。                                                


